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第 3 部 平成 1 1年度 に お い て 講 じ よ う と す る 環境の保全及び創造 に 関す る 施策

第 1 章 循環 を 基調 と す る 経済社会 シ ス テ ム の実現

第 1 節 環境への負荷の少 な い社会の構築

1 廃棄物減量化 と リ サ イ ク ル

匡 コ シ ョ ッ プの認輻

平成 7 年か ら 、 ごみ の減量化 リ サ イ ク ル協力店 を エ コ シ ョ ッ プ と し て認定 し

て お り 、 ｢ エ コ シ ョ ッ プ協議会｣ ( 平成 1 0年設置 、 エ コ シ ョ ッ プ認定店 、 民 間 団

体、 4 市等で構成 ) を 通 じ て エ コ シ ョ ッ プの活性化 と 普及促進 を 図 る 。

平成 1 1 年 3 月 末現在の認定数は 1 1 8店 と な っ て い る 新聞折 り 込み チ ラ シ を 活

用 し た ごみ減量化等の普及啓発広告 を行 う

謄及啓発の推週

県で は 、 ポ ス タ ー の掲示 、 各種媒体の活用等 に よ り 広 く 県民 に意識啓発、 普及

を 図 っ て い く こ と と し て お り 、 小学生向 け啓発冊子 を小学校へ配布す る ほ か 、 毎

年 1 0 月 の マ イ バ ッ グ ･ キ ャ ン ペ ー ン (買物袋持参運動 ) の呼び掛け を行 っ て い

る 。 さ ら に 、 ｢ 鳥取県 ごみ減量化 ･ リ サ イ ク ル推進協議会｣ ( 住民 、 事業者 、 行

政) を 通 じ て気運 を盛 り 上 げ、 県民への浸透 を 図 る

椿器包装 リ サ イ ク ル法施行への対圏

平成 1 2年 4 月 に は 、 対象品 目 も 追加 さ れ完全施行 と な る 容器包装 リ サ イ ク ル法

の趣 旨 の県民等への普及啓発 を 行 う と と も に 、 平成 1 1年度 に 第 2 期鳥取県分別収

集促進計画 を 策定 し 計画 に沿 っ た分別収集が行わ れ る よ う 市町村指導 を行 っ て

い く 。

肝水汚泥処理総合計画の運用-

平成 1 0年度 に 策定 し た 下水汚泥処理総合計画 に基づ き 関係課 と 連携 を 図 り な

が ら 広域的汚泥処理 に 関す る 市町村指導 を 行 う

建設 リ サ イ ク ル雄邁

建設副産物 の搬出状況 と 再生資源の利用状況 を 把握す る た め 実態調査 を行

　 　

建設発生土の有効利用 を推進す る た め の 、 国 、 県 、 市町村及 び建設業界等で

構成 さ れ る 協議会 に よ り 、 情報交換等 を行 う

農業用廃棄物適正処理推進事業

農業用廃 プ ラ ス チ ッ ク の適正処理 を 推進す る た め 、 ｢鳥取県農業用廃 プ ラ ス チ

ッ ク 適正処理推進協議会｣ に設置 し て い る 検討委員会で 、 引 き 続 き 再利用 に つ い

て の検討 を 行 う 。 ま た 、 農家への普及啓発 に取 り 組む と と も に 、 地域 に お け る 推

進組織 を 見直 し 、 そ の組織 に よ る 地域 に お け る 適正処理促進活動 に対す る 助成 を
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行 う 。

階産堆肥広域流通体制整備事荊

畜産堆肥の広域的 な流通体制 を 整備す る た め に 要す る 経費 に対 し助成す る

暦産生産環境整備事翼

家畜排泄物処理の実態調査、 巡回指導 を行 う と と も に 処理施設 、 散布機械の

整備 に対 し助成す る 。

･ 環境保全型畜産確立対策

家畜排泄物の事態調査 、 .施設計画 の策定 、 巡回指導 、 水質検査 、 臭気検査、

堆肥化施設整備 を行 う 。

有機質資源活用集落営農体制整備事業

施設整備 を行 う 農協 、 営農集団 に対 し 、 市町村が堆肥の利用促進 を 図 り 畜

産環境の美化活動 を 推進す る 経費 に対 し助成す る

廃棄物焼却灰溶融ス ラ グの活用方法の検園

今後 、 ダ イ オ キ シ ン 類の削減 、 最終処分場の延命化等 を 図 る た め 、 焼却灰溶融

固化施設の整備が進む も の と 思 わ れ る 。 こ の た め 、 溶融固化 に よ っ て 出来 た ス ラ

グ の有効活用 に よ り 最終処分場の延命化 、 資源 の再利用 を推進す る た め 溶融ス

ラ グ の県内 で の具体的 な活用 方策 に つ い て検討 を 行 う 。

lごみ処理の広域化の推避

平成 1 0年 3 月 策定 し た ｢ ごみ処理の広域化計画｣ を 基本方針 と し て 、 東 ･ 中 ･

西部 の広域市町村圏 を単位 と し た 、 ごみ の減量化 ･ リ サ イ ク ル の推進 、 ごみ処理

施設の 整備等 ごみ の広域的処理 に つ い て 具体的方策 を 検討す る こ と と な っ て い

る 。 中 で も 、 ごみ焼却施設 に つ い て は 、 施設の老朽化並びに ダ イ オ キ シ ン 類及び

ばい じ ん の法規制対応等緊急の 課題 に直面 し て い る た め 、 施設 の統廃合又 は改善

等の方針決定 を含め た広域化の実施計画 を 早期 に策定で き る よ う 指導 助言 し て

い く 。

踵業廃棄物処理計画 につい てl

平成 9 年 6 月 の廃棄物処理法改正 と 廃棄物焼却施設 に対す る ダ イ オ キ シ ン 類排

出基準の 設定 な ど を 受け 、 第 4 次鳥取県産業廃棄物処理計画 に基づ き 各種施策

の推進 に努め て お り 又 、 本年度 は 産業廃棄物処理 に つ い て広 く 県民か ら 意見 を

い た だ き な が ら 次期第 5 次計画 の策定作業 に着手す る
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表3- 1 産業廃棄物処理計画の概要

処理計画の基本方針

a 排出事業者処理責任 に基づ く 産業廃棄物の適正処理の確保

排出事業者指導の強化

適正処理推進体制 の 強化

b 産業廃棄物の排出量の削減 と 再資源化の推進

排出量削減 に よ る 環境への負荷の低減

減量化 ･ 再資源化等の 目 標

c 公共関与等 に よ る 安全 な 産業廃棄物処理施設の確保

財団法人鳥取県環境管理事業セ ン タ ー に よ る 産業廃棄物処理施設

の 設置促進

安全な最終処分場等産業廃棄物処理施設の確保

d 不法投棄等不適正処理防止対策の強化

e 県民の理解 と 協力 の確保

睦業廃棄物処理対策 につい て-

産業廃棄物の適正処理の推進 を 図 る た め 鳥取県産業廃棄物処理計画 を 基本 と

し た各種の施策 を 推進 し て い る 。

事業者 、 処理業者への指導 、 監督

事業者及 び処理業者 に対 し て 、 排出事業者処理責任の 明確化 、 排出量の抑制

･ 減量化 、 再資源化の推進及び適正処理の確保等 に つ い て助言 指導 、 監督

の 強化 を 図 り 、 産業廃棄物の適正処理 を 推進 し て い る

産業廃棄物処理指導要綱 の施行

平成 1 0年 1 2 月 2 5 日 付 け で施行 し た改正 ｢鳥取県産業廃棄物の処理 に 関 す る 指

導要綱 ｣ 及 び ｢産業廃棄物処理施設の 設置 に係 る 生活環境影響調査 に 関 す る

指針｣ に基づ き 、 処理業者等が行 う 処理施設の 設置及 び維持管理 に対す る 適

正 な 指導 を 行 う と と も に 、 搬入産業廃棄物 の厳正 な 管理 を 図 っ て い る 。

医療廃棄物の適正処理対策

｢鳥取県医療廃棄物適正処理指針｣ に基づ き 医療廃棄物 の適正処理 に努め る

産業廃棄物最終処分場及び産業廃棄物 中 間処理施設の適正処理対策

本年度 中 に ｢産業廃棄物最終処分場の構造指針及び維持管理指針｣ 及 び ｢産

業廃棄物 中 間処理施設の構造指針及 び維持管理指針｣ の見直 し を 行 う こ と と

し て お り 、 引 き 続 き 、 よ り 安全 な 産業廃棄物処理施設の確保 に努め て い く

多量排出事業者 に対す る 指導マ ニ ュ ア ル の検討

廃棄物の発生抑制 、 適正処理の た め の処理計画の策定 に 向 け た指導マ ニ ュ ア
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ル を検討す る 。

不法投棄対策の推進

｢産業廃棄物不法投棄民間監視員 ｣ を 4 市及び 日 南町 に各 2 名 、 他町村 に 1

名 設置 し て お り 、 月 に 2 日 間 、 担当 市町村の 区域 に お け る パ ト ロ ー ル活動 に

当 た っ て い る 。 ま た 、 市町村及 び警察等関係機関 と の連絡体制 を 強化 し 、 投

棄者の究明 を 行 う と と も に 投棄者不明 の場合の原状回復措置 と し て市町村

への助成 を行 っ て い る 。

後 を 絶た な い不法投棄の撲滅 に 向 け 、 本年度か ら 毎年 1 0 月 を 不法投棄防止強

化月 間 と し 、 ス カ イ パ ト ロ ー ル や収集運搬車両の検問 な ど 、 防止 に 向 け た取

組の強化の ほ か 早期発見の た め不法投棄 1 1 0 番 ( 085 7 ‐ 2 6 ‐8 1 4 9 ) を 設置す

る 。

産業廃棄物適正処理 に係 る 啓発

産業廃棄物の適正処理 を推進す る た め 、 社団法人鳥取県産業廃棄物協会等関

係機関 と 協力 し て 、 事業者 、 処理業者 に対す る 各種研修会 、 講習会 を 開催 し

て い る 。 ま た 、 環境衛生週間 、 環境美化促進月 間 ( 9 ~ 1 0 月 ) 等 に お い て 、

市町村 、 住民等 に対す る 研修会の 開催等 、 産業廃棄物の適正処理の推進 に努

め て い る 。
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訟共関与に よ る 産業廃棄物処理の推週

県 と し て も 、 公共関与事業の 円滑 な 推進 を 図 る た め 、 (財 ) 鳥取県環境管理事

業セ ン タ ー への職員 の派遣 を は じ め セ ン タ ー 運営費や公共が関与す る た め に増

加す る 安全対策費等の無利子融資等 に よ る セ ン タ ー 支援 を 引 き 続 き 行 う

睦業廃棄物処理の在 り 方検討

本県の今後の 産業廃棄物処理の在 り 方 に つ い て検討す る た め 、 ｢今後の産業廃

棄物処理の在 り 方 に 関す る 懇話会｣ を 平成 1 1年 1 0 月 に 設置 し 、 一般県民や学識経

験者の ほ か 、 建設 製造業界 、 産業廃棄物処理業界の方 な どか ら 幅広 く 御意見 を

伺 っ て い る 。 ま た 、 併せて 広 く 県民か ら 今後の産業廃棄物処理の在 り 方 に つ い

て 意見 提言 を 募集す る

2 大気環境の保全

拭気汚染の防風

大気汚染防止法 、 鳥取県公害防止条例 、 ス パ イ ク タ イ ヤ粉 じ ん の発生の 防止 に

関す る 法律の適正 な 施行の た め の事業 を 実施す る こ と に よ り 、 大気汚染防止 を 図

る

ア 規 制

大気汚染防止法 に基づ く ばい煙発生施設 ( ボ イ ラ ー 等 1 , 008施 設 ) 一般粉 じ ん
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発生施設 (鉱物 ･ 土石 の た い積場等 1 03施 設 ) 、 特定粉 じ ん発生施設 (石綿 に係 る

切断機等 ) 、 鳥取県公害防止条例 に基づ く 粉 じ ん 関係特定施設 (打綿機等 80施設 )

に対 し規制 を行 う と と も に 、 ス パ イ ク タ イ ヤ粉 じ ん の発生の 防止 に 関す る 法律 に

基づ く 指定地域 に つ い て法の適正 な運用 を 図 る

イ 大気汚染状況の監視測定 ･ ･ 連続測定

大気汚染防止法の規定 に基づ く 環境基準物質の常時監視測定等 を 実施す る

( ァ ) 一般環境大気常時監視

測定局 . 3 局 鳥取市 (衛生研究所 ) 倉吉市 (倉吉保健所) 米子市 (米子

保健所)

測定物質 : 二酸化い お う 一酸化炭素 、 二酸化窒素 、 浮遊粒子状物質 、 光化

学 オ キ シ ダ ン ト 等

( イ ) 自 動車排出 ガス 濃度測定

測定局 : 3 局 鳥取市 ( 栄 町交差点 、 丸 山 交差点 ) 米子市 ( 米子市公会堂 が

前 )

測定物質 : 一酸化炭素 、 窒素酸化物 (窒素酸化物 は栄町交差点の み )

(注 ) 測定局 の う ち 、 栄 町交差点 は連続測定 、 そ の他 は 月 1 回測定

( ウ ) 有害大気汚染物質モ ニ タ リ ン グ 調査

一般環境濃度測定

鳥取市 (衛生研究所 ) 、 倉吉市 (倉吉保健所) 米子市 (米子保健所 )

沿道濃度測定 鳥取市 (栄町交差点 )

測定物質 : 有害大気汚染物質 の う ち 、 ダ イ オ キ シ ン 類以外の 1 7物 質 に つ い て

濃度測定 を 月 1 回実施す る 。 ( ベ ン ゼ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ

エ チ レ ン 、 ア ク リ ロ ニ ト リ ル 、 ク ロ ロ ホ ル ム 、 1 , 3 ブ タ ジ エ ン 、 塩化 ビニ ル モ

ノ マ ー 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 、 1 , 2 ジ ク ロ ロ エ タ ン 、 ニ ッ ケ ル 、 ヒ 素 、 ベ リ リ ウ ム 、

マ ン ガ ン 、 六価 ク ロ ム 化合物 、 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 、 ア セ ト ア ル デ ヒ ド ベ ン ゾ

( a ) ピ レ ン )

は) ダ イ オ キ シ ン類調査事業

大気環境濃度測定

鳥取市 (衛生研究所) 、 倉吉市 (倉吉保健所) 、 米子市 (米子保健所) に お い

て 、 ダ イ オ キ シ ン 類の濃度測定 を 2 回 /年 (夏 冬) 実施す る

( オ ) 市街地 に お け る 窒素酸化物汚染実態調査

窒素酸化物の汚染実態把握調査 と し て 、 鳥取市 ( 1 0地点 ) 、 倉吉 ( 1 0地点 )

米子市 ( 1 0地点 ) に お い て Nox簡易サ ン プ ラ ー に よ る 定点調査 を 実施す る

( 力 ) 降下 ばい じ ん等調査

県内市部 を 中心 に 降下 ばい じ ん量の測定 を 実施す る
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調査地点 鳥取市 、 倉吉市 、 米子市 、 境港市 、 日 吉津村

騒音の規制

騒音の環境基準の 評価手法が、 中央値か ら 等価騒音 レ ベ ル に平成 1 1 年 4 月 1 日

か ら 変更 さ れ た こ と を 受 け 、 測定地点の見直 し を 行 う と と も に 新 た な 測定方法

; に よ り 実施す る 。騒音規制法 に基づ く 規則地域の見直 し 、 追加指定の検討 を 行 う と と も に 環境

も 騒音等の測定調査 を 行 う 。 ( 騒音規制法 に基づ く 規制地域 4 市 2 町 1 村 )
I ア 騒音規制法及び鳥取県公害防止条例の施行

川 i “ 薄弱鱒惣剪に関 し 市町村 を 支援す る と と も に 適正 な規纈地域指定の
イ 騒音実態調査の実施

( ァ ) 環境騒音調査

( イ ) 自 動車騒音調査 4 市で 自 動車騒音 を 測定調査す る

ウ 航空機騒音調査

( ァ ) 鳥取空港周辺航空機騒音調査 ( 3 地点 × 1 週 間 × 2 回 /年 )

( イ ) 美保飛行場周辺航空機騒音調査

! ] ( 3 地点 x 1 週 間/回 x 4 回 /年 ) ( 1 地点 × 通年 )
腹動の規制I

き 振動規制法の施行 に つ い て市町村 を 支援す る と と も に 環境振動 の測定調査等

t ! を 実施す る 。 (規制地域 4 市 1 町 )
I ア 振動規制法の旅行

斗不落不 浄二拍 子一千 mr .キ チ +“效斗 フ L L J “ ･玄T れ ‐幅凶辿‘斜乙{ ( れ ネ ハ格△
I Z去 り労也 イ丁 “し B刻 し 中 町1 介り 化 文顕友9 ゐ こ こ も “し 廻止▲ ば 万呪市川靴" 堺覆 す百 ン疋 “ んこ の 毯夘央

討 を 行 う 。

　 　　　　　　　　　　

　 　 　　　　　　 　　　 　　 　 　 　　 　 　
( ァ ) 環境振動調査 4 市で環境振動 を 測定調査す る 。

我 ‘ ( ィ ) 道路交通振動調査 4 市で道路交通振動 を 測定調査す る

、 團臭の防岨

悪臭防止法の施行 に つ い て市町村 を 支援す る と と も に 悪臭の排出実態 を 調査

す る 。 (規制地域 4 市26町 4 村 )

; ア 悪臭防止法の施行｢ 法 の施行 に 関 し 市町村 を 支援す る と と も に 適正 な規制地域指定の た め の検

討 を 行 う 。

f イ 特定悪臭物質排出実態調査の実施

… 悪臭排出 の地域特性、 悪臭苦情の実態等 を 踏 ま え な が ら 規制 22物 質 の排出実態
を 調査す る と と も に 特定悪臭物質排出事業場の実態把握並びに悪臭苦情施設 に
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対す る 改善指導 を行 う

3 水環境の保全

隊質汚濁の防止対策につい てl

水質汚濁防止法及び鳥取県公害防止条例の適正 な施行等 を 行 う こ と に よ り 水

質汚濁 防止 を 図 る

( 1 ) 規 制

水質汚濁 防止法 に基づ く 特定事業場 (水産食料品製造関係事業場 な ど2 , 3 2 2事

業所 ) 、 鳥取県公害防止条例 に基づ く 汚水関係特定事業場 (集 団給食施設の 調理

施設 、 ド ラ ム か ん更生業の洗浄施設並び に鉄道業 、 道路旅客運送業 、 自 動車整備

業 、 ガ ソ リ ン ス テ ー シ ョ ン の車両洗浄施設 を 有す る 7 1 9事業場 ) に対 し 排水調

査 、 改善指導等 を行 う 。

( 2 ) 水質汚濁 の監視、 測定

水質汚濁防止法の規定 に基づ き 水質測定計画の作成 、 環境基準項 目 の常時監

視等 を 実施す る 。

ア 水質測定計画の作成

水質測定 を 総合的かつ効果的 に行 う た め 水質測定計画 を 作成 ( 国 の補助事業 )

イ 水質の測定 、 調査及び公表

表3-2 水域等 ご と の 調査地点 回数

水域名 調査地点 調査回数

環境

基準

常時

監視

調査

河川 千代川水系

天神川水系

日 野川水系 占m古ぷ占mQJどりどり
年 1 2 回 ( 国 の補助事業 )

年 1 2 回 ( “ )

年 1 2 回 ( “ )

湖 沼 湖 山池

東郷池

中海

美保湾

日 本海沿岸

4 点

4 点

8点

8 点

&点

年 1 2 回 ( 国 の補助事業

年 1 2 回 ( “ )

年 1 2 回 ( “ )

年 1 2 回 ( “ )

年 3 回

海域

そ

二級河川 9 点

3 ,点

3 点

3 点

3 点

3 点

年 2 ~ 4 回

年 4 回

年 4 回

年 4 回

年 4 回

年 4 回
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年 4 回

年 4 回

年 1 2 回

年 1 2 回

年 1 2 回

年 2 回

年 1 2 回

阿弥陀川

佐陀川

旧袋川

玉川

旧加茂川

大正川

湖 山 川等

都市河川

湖 山池

流入河川

年 4 回多鯰ケ 池湖沼

海域 シ ー ズ ン 前及び中計 3 回24海水浴場

35点 年 2 回地下水

(3 ) 水質浄化対策

陰共下水道促進費補助事翔

公共下水道普及率促進の た め 、 市町村が単独事業 と し て行 う 管渠整備事業 に対

し て補助金 を 交付す る 。 (補助率 3 ~ 7% )

訟共下水道過疎代行事荊

用瀬町 、 江府町の公共下水道事業 を 過疎地域活性化特別措置法 に基づ き 代行

実施す る 。

擁城下水道事業

天神川流域下水道の整備促進 を 図 る 。

跿保湾流域別下水道整備総合計画策定事翼

日 野川 、 美保湾の水質環境の保全の た め に必要 な 流域内 の下水道整備基本計画

を 策定す る 。

塗併処理浄化槽の設置推進

設置の普及啓発 に努め る と と も に 、 合併処理浄化槽設置 に対す る 県費補助 を 設

置者負担が単独浄化槽並 と な る よ う 充実 し て い る が 、 新設浄化槽 に対す る 合併処

理浄化槽の割合が全国的 に み て 、 ま だ低迷 し て い る た め 、 平成 1 1年 4 月 に は ｢鳥

取県浄化槽指導要綱 ｣ の改正 を 行い 、 浄化槽 を 設置す る 場合は原則合併処理浄化

槽 と す る 旨 を 明記 し た 。 ま た 、 補助制度 を 設 け て い る 市町村 は 、 ま だ半数程度 し

か な い た め 、 未設置町村 に対 し て 制度の創設 を積極的 に働 き 掛け て い く

阿川改修事業

洪水 に よ る 被害 を軽減 し 、 治水安全度の 向上 を 図 る と と も に 自 然豊か な水辺

空間 を 整備す る (平成 1 1年度 は 砂見川 天井川等 )
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阿川環境整備事園

湖 山池 、 東郷池の水質浄化対策 と し て 公共下水道の整備 に よ る 汚濁負荷の削

減 と 併せて 、 本事業 に よ り 底泥 を 除去 し 水環境の改善 を 図 る

出壌環境対策推進事荊

ア 砂丘畑で の硝酸性窒素流亡実態 を 把握 し 、 窒素負荷低減技術 を確立す る と と

も に 、 水 田 で の温室効果ガス の動態把握 を行 う 。

イ 有機物施用 の栽培基準 を 設定 し 、 農家への普及 を 図 る

ウ 土壌診断の実施 に よ り 適性な施肥指導 を 行 う

農業集落排水整備笹

農業用用排水の水質保全、 農業用用排水施設の機能維持 と 併せて農村生活環境

の改善及 び公共用水域の水質保全に寄与す る た め 、 農業集落 に お け る し尿 、 生活

難排水等の汚水 を処理す る 施設及 び雨水排水施設 を 整備す る

踵業集落環境整備事荊

市町村が行 う 漁業集落環境整備事業 につ い て 、 そ の経費 の一部 を補助す る 。

補助対象事業 : 漁業集落道整備 、 水産飲雑用水施設整備 、 集落排水施設整備 、

防災安全施設整備 、 用 地整理等

園水面漁場環境保全事荊

保全事業の 円滑 な推進 を 図 る た め 、 市町村 、 漁協 、 地区 自 治会 、 学識経験者

等で構成す る 漁場環境総合美化計画策定委員会 を 開催す る (事業主体 県 )

･ 小型漁船に よ り 池内 に堆積 し た ゴ ミ を 除去す る

Iダ イ オ キ シ ン類調査事業 (水質 ･ 底質 ) l

県内全域 に お け る ダ イ オ キ シ ン 類の環境汚染状況 (一般環境) を 把握す る た め

水質 ･ 底質の 調査 を 実施す る

陛活排水対策の推週

米子 、 鳥取両市が策定 し た ｢生活排水対策推進計画｣ に基づ き 実施す る 各種施

策 に対 し 、 指導 を 行 う 。

陣海湖沼水質保全計画の推週

中海の水質保全 を 図 る た め 、 平成 6 年度 に策定 し た 第 2 期 ｢ 中 海 に係 る 湖沼水

質保全計画｣ が平成 1 0年度で終了 し た こ と か ら 平成 1 1年度 中 に第 3 期計画 (計

画期 間 : 平成 1 1 年度 ~ 1 5年度 ) を 策定す る

R湖 山池水質管理計画の推週

湖 山池の水質保全 を 図 る た め 、 平成 3 年度 に策定 し た 湖 山池水質管理計画｣

を 総合的 、 計画的 に推進す る と と も に 、 湖 山池水域 に排出 さ れ る 工場及び事業場

か ら の排出水に適用 す る 上乗せ排水基準 を 定め る た め 水質汚濁防止法 に基づ く

上乗せ条例の改正 を 行 う
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園山池の水質浄化に係 る新技術の募製
湖 山池の水質改善 を 図 る た め 、 ア オ コ の発生防止 、 底質改善及び流入河川 の浄

化 な ど に よ り 湖 山池の水質浄化 に寄与す る 浄化技術 を 募集す る

1ゴル フ 場使用農薬水質調査
ゴル フ 場で使用 さ れ る 農薬 に よ る 水質汚濁 を 未然 に 防止す る 観点か ら 、 県 内各

ゴル フ 場の排出水 に含 ま れ る 農薬 の水質調査 を 実施 し 、 農薬 の流出実態 を 把握す
る と と も に 、 ゴル フ 場 に対す る 適切 な指導 、 改善等 に資す る

医道水源監視指導事業

将来 に わ た る 水道水の安全性の確保の た め 、 水質基準 を補完す る ｢監視項 目 ｣
に つ い て継続監視 を 行 う と と も に 、 全県的 な検出状況の実態把握調査 を 行 う

　 　
=

　

4 土壌 ･ 地盤環境の保全

埋没農薬安全処理対策事翹

市町村が実施す る 埋没農薬 の掘削 回収 、 一時保管等 に 要す る 経費 に対 し助成す
る と と も に 、 農薬 の最終処理、 埋設箇所周辺の水質調査 を 実施す る

囮岩美鉱山鉱害防止事翼

旧岩美鉱 山 の鉱害 を 防止す る た め 流出 す る 抗廃水 (銅 、 鉄 を 含む酸性水) の
中和処理等 を行 う 。=

l いいね
ーテライ オ キ シ ン類調査事業 (土壌) l
県内全域 に お け る ダ イ オ キ シ ン 類の環境汚染状況 (一般環境) を 把握す る た め

土壌の調査 を 実施す る

趣盤沈下調翻
剛鳥取市北部の地盤沈下調査 に つ い て は 、 平成 7 年度か ら 隔年調査 し て お り 二

回 の平成 9 年度 に引続 き 、 平成 1 1年度 に水準測量 を 実施す る

5 環境汚染化学物質の適正管理

環境汚染化学物質対策の推邁

庁内 関係部局 に よ る ｢環境汚染化学物質対策連絡会議｣ に よ り 、 ダ イ オ キ シ ン 、

内分泌撹乱化学物質 ( い わ ゆ る 環境 ホ ル モ ン ) 等 の有害化学物質 に係 る 環境汚染
防止対策 を 推進す る 。

腫境ホ ルモ ン汚染実態調園菫

県内全域 に お け る 環境ホ ル モ ン ( 24物 質 ) の環境汚染状況 を 把握す る た め 水
質 ･ 底質 の 調査 を 実施す る 。

測定地点 回数

水質 県内 3 地点 年 2 回

底質 県内 1 地点 年 1 回
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lダ イ オ キ シ ン類調査事業 (再掲 ) l

県内全域 に お け る ダ イ オ キ シ ン 類の環境汚染状況 (一般環境 ) を 把握す る た め

大気 土壌 水質 ･ 底 質 の 調査 を 実施す る 。

測定地点 回数

大気 県内 3 地点 年 2 回

土壌 県内 2 地点 年 1 回

水質 県内 5 地点 年 2 回

底質 県内 2 地点 年 1 回

嗜み処理の広域化の推進 (再掲 ) I

ご み焼却施設の効率的運転 を 図 る 等 の た め 、 ｢ ごみ処理の広域化計画｣ を 基本

方針 に東 ･ 中 ･ 西部 の広域市町村圏 を 単位 と し た 、 ごみ の減量化 リ サ イ ク ル の

推進 、 ごみ処理施 。長 の 整備等の具体的方策 を検討す る

第 2 節 環境関連産業 の振興

1 環境関連技術の 開発

陸業技術セ ン タ ー整備推進 ･ 移転準備事荊

環境関連技術 を含め 、 県 内 産業の技術開発 を促進す る 拠点 と し て 鳥取県産業

技術セ ン タ ー の本場 を 整備す る (平成 1 2年 4 月 開所予定 )

県内研究機関連携推進事荊

公設 。式験研究機関が相互 に連携 し て本県独 自 の技術開発 に努め 、 大学 、 高専 、

公設試験場 な どの研究成果 を 県 内企業 を 波及 さ せ る こ と に よ り 新技術 新製品

開発の促進 に努め る 。

瞭境関連技術開発推進事荊

産業技術セ ン タ ー は 、 県 内 の 中小企業が取 り 組む こ と の 出 来 る 環境関連技術

の 開発 普及 に努め る 。

【平成 1 1 年度研究内容 】

①工場の廃液 に含 ま れ る 、 有害 な重金属 を 除去す る た め の技術の 開発

②廃棄処分 さ れて い る 、 お か ら ら っ き ょ う の 葉不肖 根茎部の有効利用

③生分解性材料の 開発

④化学品処理技術の改善

⑤廃棄処分 さ れて い る 魚骨等の有効利用 等
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2 環境関連産業の育成 振興

陰業交流推進事弛

中小企業の経営者が、 環境政策 に 関す る 各種法的規制 を 理解 し 、 かつ 、 時代の

要 。割こ 沿 っ た 、 技術 、 デザ イ ン 等の 開発が円滑 に 出 来 る よ う 、 次代 を 担 う リ ー ダ

ー に対 し 、 広 い視野で の事業展開等 を 検討す る ｢学習 の場｣ を 設 け る
=

l

I と っ と り 新産業創造支援事業 (環境技術枠等)｣

中小企業の廃棄物処理 ･ リ サ イ ク ル技術 、 環境保全技術 に 関す る 技術開発等の

取組 を促進す る た め 研究 に必要 な経費 に対 し て補助す る

区 分 内 容

対 象 者 県内 に事務所又は事業所 を 有す

る 中小企業者

対象経費 原材料費 、 構築物費 、 機械装置 、

工具器具費 、 外注加工費等

補助率等 総事業費 の 3 分の 2 以内 の額

(上限 1 社あ た り 5 00万円 )

月

　 　

園造的中小企業育成支援事荊

- l

　 　

　
　

創造的 な事業活動 を行 う 中小企業者 に対 し 、 財 団法人鳥取県工業技術振興協会

を 通 じ て 直接金融 、 間接金融 に よ る 支援事業 を 行 う

軽湖 山池の水質浄化に係 る新技術の募集 (再掲 ) -

湖 山 池の水質改善 を 図 る た め 、 ア オ コ の発生防止 、 底質改善及び流入河川 の浄

化 な ど に よ り 湖 山池の水質浄化 に寄与す る 浄化技術 を 募集す る

第 2 章 自 然 と 人 間 と の 共生の確保

第 1 節 森林 、 農地 、 水辺等の持つ環境保全機能の確保

1 森林の環境保全機能の確保

腿安林整備管理事荊

保安林の指定 、 解除並び に保安林の適正管理 に努め る

保安林の指定解除

･ 保安林の適正管理

瞳林事翹

森林生産力 及び森林の有す る 公益的機能 の増強 を 図 る た め 森林整備 を 行 う
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人工造林及び保育

天然林施業

胚業地域総合整備事圀

林業生産性の 向上 と 林業従事者の定住の促進及び山村地域の活性化 に資す る た

め 、 林道等の生産基盤の整備 と 一体的 に豊か な森林資源 を 活用 し 、 都市 と 山村の

交流の促進等 を 図 り つ っ 立 ち 遅れた 山村地域の生活環境基盤の整備 を 総合的 に

行 う 。

Iふ る さ と 林道緊急整備事園

山村地域の振興 と 定住環境の改善 に資す る た め 、 地域が緊急 に対応 し な け れば

な ら な い 。果題 を 応 え て 早急 に行 う 必要があ る 林道の整備 に つ い て 、 自 然環境の保

全 に配慮 し つ つ林野庁 と 自 治省が協力 し て 国庫補助事業及び地方単独事業 を効

果的 に推進す る 。

集落 と 集落 を 結ぶ集落 間林道等 、 山村地域の定住環境の改善 に大 き な役割 を

果 た す林道の 開設 、 改良等

･ 地方公共団体が実施 し 管理す る こ と と な る 林道の 開設 、 改良等

橇山事荊

山地災害の未然防止 を 図 る た め 、 山 地災害危険地区 を積極的 に整備す る と と も

に 森林の有す る 公益的機能 を 高度 に発揮 さ せ る た め 保安林の機能強化 を 図 る

治 山工事 (堰堤工 、 谷止工 、 流路工 、 山腹工等 )

保安林整備

地すべ り 防止工事

県単独治山

窿林保全管理事圏

保安林の管理 、 林野火災の予防の た め 、 森林保全巡視指導員 を 配置 し て 巡視 を

行 う と と も に 、 地域住民の啓発指導 を 行 う

･ 保安林の管理

･ 林野火災の 防止 、 山 地災害の情報収集

間伐材等原木安定供給事麹

間伐の 団地化及び集荷促進の経費 に助成す る と 共 に 、 森林整備 に対す る 所有者

の取組の喚起 と 原木の安定供給 を 図 る た め 集団化等 に よ る 間伐等の伐株 、 搬出

に よ り 生 じ た損失 に対 し て助成 を行 う 。

l と っ と り の森県土保全緊急間伐実施事翼

森林の有す る 水源涵養や 山地災害の 防止機能 を確保す る た め 、 間伐が遅れ 、 下

流域への影響が危惧 さ れ る 森林 に つ い て 、 間伐 枝打 ち を 実施す る
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僕 し く 快適な環境整備事荊

集落周辺 、 道路沿線等の森林 に お い て 災害の未然防止の た め 、 除伐 、 間伐 、

枝打 ち 危険木の処理等の森林整備 を 行い 安全で安心 し て生活で き る 住環境 を 整

備す る

2 農地の環境保全機能の確保

農薬適正使用推進対策事業

農薬の適正使用 に つ い て啓発活動 を 行 う と と も に 残留 調査や販売業者への指

導等 を 行 う 。

農村総合整備事荊

農業生産基盤 と 農村 に お け る 生活環境条件 を計画的かつ一体的 に整備す る こ と

に よ り 生産性の高 い農業の育成 と 活力 あ る 農村 を 建設す る 事業 を 行 う 。 旧村及び

全町 を 対象 と す る 市町村型 と 生活圏が同一 な 数集落 を 対象 と す る 集落環境型が

あ る 。

I山村振興農林漁業対策事荊

山村等の 中 山 間地域の振興 を 一層促進す る た め 、 地域の 自 主性 、 創意工夫の発

揮 を 通 じ て 、 山村等 の多面的機能の強化 に よ る 地域の活性化 と 定住の促進の た め

に必要事業 を行 う 。
　 　

=

　
1中 山 間地域総合整備事翹

自 然的 、 経済的 、 社会的 に 恵 ま れ な い 中 山 間地域 に お い て 、 そ れぞれの地域の

実情 に そ っ た農業の展 開方法 を探 り 、 農業生産基盤 と 農村生活環境基盤 を 総合的

に実施 し 、 活性化 を 図 る と と も に 地域 に お け る 定住化の促進 、 国土 、 環境の保

全等 に資す る こ と を 目 的 と す る 。

lふ る さ と 農地保全組織育成支援事溝

担い手の不足 し て い る 中 山 間地域の農地の保全管理 を 図 る た め 、 農作業受 。毛 を

行 う 第 3 セ ク タ ー 等 に対 し 受託作業経費 の平坦地 と の差額 を 助成す る

ゼゲの井手保全事荊

中 山 間地域の 山腹水路や小規模 な た め池 を 整備す る こ と で 維持管理費 の軽減

と 災害の未然防止 を 図 る 。

l中 山 間ふ る さ と 農村活性化事業

中 山 間地域の土地改良施設の有す る 国土 ･ 環境保全等の公益的 な機能 の 良好 な

べ発揮 と こ れ ら の施設 と 一体的 に保全す る 必要があ る 農地 を 集落共同活動等 を 通 じ

て 地域全体の整備保全 を推進す る こ と に よ り 中 山 間地域の活性化 を 図 る 。

県営地すべ り 対策事業

地すべ り に よ る 農地及び農業用施設の災害 を 未然 に 防止す る た め 地すべ り 防

讃 美!
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止区域の指定 を 受け た 地域 を 対象 に対策工事 を 実施す る

植物防疫総合対策事荊

病害虫 の発生予察 に基づ き 、 適切 な 防除対策 を 実施す る と と も に 予 防方法 、

防除方法の確立 を 図 る 。

l中 山 間地域ゆ う 悠稲作推進事荊

本県で開発 さ れた ｢再生紙利用稲作技術｣ や グ ラ ン ド カ バー プ ラ ン ツ に よ る 畦

は ん被覆等環境 に配慮 し た農業技術 を 組み合わせ 、 中 山 間地域の特色 を 生か し た

稲作 を 推進す る 。

棚 田地域保全支援基金事荊

棚 田地域保全への市民参加の推進や集落組織等が行 う 保全活動等 を 支援す る た

め に 、 棚 田 の大切 さ を 認識 し て も ら う た め の ｢棚 田 フ ァ ン ク ラ ブ｣ の設立 と 、 棚

田保全の た め の作業 を 支援す る ｢棚 田保全ボ ラ ン テ ィ ア 隊｣ を 派遣す る 他 、 棚 田

地域の保全 を持続的 に行い 、 農業振興及び中 山 間地域の活性化 を 図 る

棚田地域等緊急総合整備事荊

棚 田 地域 に お い て 、 集落の創意工夫 に よ り 営農 を 継続 し な が ら 、 村づ く り に取

り 組 も う と す る 集落 を対象 に 、 緊急的 に き め細 か く 対応 し た整備 を 総合的 に行 い

集落の活性化 を 図 る 。

I と っ と り 農業 ク リ ー ン プ ラ ン 2 1実践モ デル事業l

農薬 ･ 化学肥料 3 割削減の実践計画で あ る ｢ ク リ ー ン プ ラ ン 2 1 ｣ を 実証す る モ

デル集団 を 育成す る た め に 要す る 経費 に対 し助成す る

農薬 ･ 化学肥料 5 割削減産地育成事園

国の ｢有機農産物等 に係 る 表示 ガ イ ド ラ イ ン ｣ に対応 し た 、 農薬 ･ 化学肥料の

5 割以上削減 を 先導的 に実践実証す る モ デル地区 を 育成す る た め に 要す る 経費 に

対 し助成す る 。

環境 にや さ し い農業推進事荊

農薬 . 化学肥料 を 3 割削減 さ せ る た め 、 啓発 ･ 推進活動 を 実施す る と と も に

高度 な 土つ く り に取 り 組 む モ デル地区 に対 し助成す る

3 都市地域の 自 然環境の確保

道路や住宅 、 公園等で適切 な 緑や 自 然 の保全 を 図 る と と も に 都市周辺部 の里

山等の保全 を 図 る 。

都市公園の整備

都市 に 万全 け る オ ー プ ン ス ペ ー ス と し て 、 県民の貴重 な休息 と 憩 い の場 と な る 都

市公園 に つ い て 、 本年度 は 、 都市住民が 自 然 と 親 し み 、 ふ れあ う こ と の で き る 場

を提供す る た め 、 布勢総合運動公園及 び東郷湖羽合臨海公園 の 園路 、 広場 、 修景

施設 (植栽 ) の 整備 を 実施す る
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4 水辺 (河川 、 渓流 、 砂浜 、 沿岸域等 ) の環境の保全

樋川改修事荊

洪水に よ る 被害 を 軽減す る こ と で人々 が安心 し て暮 ら せ る よ う 、 河川 改修の促
進 に努め て い る 。 (平成 1 1 年度事業箇所 塩見川 由 良川 加茂川 等 )
樋川維持修繕事翹

河床 に堆積 し た土砂 を 取 り 除 き 河床や河岸 に繁茂 し た雑木 水草等の 除去 を
行い 、 河川 の機能維持 に努め る

睡岸保全事荊

海浜部 に 護岸 、 突堤 、 離岸堤 、 人工 リ ー フ 等 を 施工 し 、 波浪等 に よ る 海岸の侵
食 を 防止す る 。 (平成 1 1年度事業箇所 福部海岸 、 賀 露海岸 、 西坪海岸 )
睡岸環境整備事薹
海岸の侵食 を 防止す る と と も に 、 良好 な砂浜 、 沿岸域の環境 と そ こ に 生息す る

野生生物 の保全 に努め 憩い の場 と し て ふ さ わ し い海浜 と し て 整備す る 。
(平成 1 1年度事業箇所 北条海岸 )

鬱防事園 下流域の安全 を 確保す る と と も に 渓渓流の浸食、 土石流の流下防止 を 図 り

流 の 良好な環境 を 保全す る 。

(平成 1 1年度事業箇所 宝山谷川 東井谷川 奥高姫川 柳谷川等 )
圓園港海岸環境整備事荊
国土保全 と 調和 の と れた親水性の あ る 海岸空間 を 創 出 す る た め 離岸堤 (潜堤 )

及 び遊歩道の整備促進 を 図 る 。

園圈港海岸侵食対策事荊
国土保全 と 調和 の と れた親ガ℃性の あ る 海岸空間 を 創 出 す る た め 離岸堤 (潜堤)

及び階段護岸の整備促進 を 図 る

同夜体営水環境整備事摺
農業利用施設の保全管理又は整備 と 一体 に施設の有す る 水辺空間 を 利用 し た生

活環境の整備 あ る い は 、 農業水利施設の持つ地域用水機能 を 支 え る 組織 と 、 そ の
活動 を 支援 し な が ら 機能増進の た め の整備 を行 う

u県営た め池等整備事刻
農地 、 農業用施設等の災害 を 未然 に 防 ぐ た め た め池 、 頭首工 、 水路等の整備

補強 を 行 う 。

隣盪環境改善調査事翹
県下 の磯場の分布 調査 (岩美町 ~淀江町 ) 及び藻類の 。朝田 調査 (岩美町 赤碕

町 ) を 行 う 。
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第 2 節 多様な 自 然環境の保全 と 生物多様性の確保

1 ｢貴重 な 自 然｣ と ｢ 身近 な 自 然｣ の保全

本県 に は 、 豊か な 自 然が残 さ れて お り 、 こ の 良好な 自 然環境 を 将来 に維持継承

し て い く 必要があ る 。 こ の た め 、 ｢ 自 然環境保全法｣ に 基づ く ｢ 自 然環境保全基礎

調査｣ (種の多様性調査) を 環境庁か ら の委 。富こ よ り 実施す る

( 1 ) L ｢貴重な 自然｣ の保針

｢ 自 然公園法｣ 、 ｢鳥取県立 自 然公園条例 ｣ 、 ｢鳥取県 自 然環境保全条例｣ 等 に

基づ き 、 生態系の核 と し て の貴重 な 自 然環境 を 維持 し て い く と と も に 保護管理

や学術研究 、 自 然体験 学習等の 自 然ふれあ い の場 と し て の利用 な ど 必要 な 条

件整備 を 図 る 。

ア 自 然公園

( ァ ) 自 然公園 の保護管理

自 然公園 に つ い て は 、 ｢ 自 然公園法｣ 及 び ｢鳥取県立 自 然公園条例｣ に基づ き 、

行為 の許認可等 に係 る 指導や現地の巡回指導 に よ っ て そ の適切 な保護管理 を 図

る

( イ ) 鳥取砂丘の景観保全

鳥取砂丘 に お い て は 、 ｢鳥取砂丘景観保全事業計画｣ ( H 1 0 ~ 1 2 ) に基づ き 、 県 ･

鳥取市 福部村 . 環境庁か ら 構成す る ｢鳥取砂丘景観保全協議会｣ が主体 と な り 、

景観保全 に必要 な 除草や 除間伐 を モ ニ タ リ ン グ 調査 を 行い な が ら 実施す る と と も

に 、 風向 風速調査 、 ボー リ ン グ 調査等 に よ る 地形 地質調査 を 継続 し て実施す

る 。

( ウ ) 大山 の頂上保全

大山 に お い て は 、 ｢大 山 の頂上 を 保護す る 会｣ を は じ め 多 く の 人 々 と 関係機関

が一体 と な っ て大山頂上の植生復元 と 崩壊防止 に係 る 対応 を 実施 し て き た 。 そ の

結果 、 徐 々 に植生が回復 し つ つ あ る 。 今後 、 そ の成果 を 継続的 に保つ た め 1 1 年

度 も ｢大山 の頂上 を 保養す る 会｣ の活動 に協力 し て い く こ と と し て い る

(エ ) 自 然公園 の環境美化

自 然公園 内 の主要利用地 に お い て は 、 利用者の も た ら す空 き 缶等廃棄物が各所

で問題 と な っ て い る た め 、 自 然公園 の環境美化 に つ い て普及啓発 を 行 う と と も に 、

自 然公園美化管理財団 の美化清掃活動 に対 し て 助成 を 行 う 。

ま た 、 自 然保護関係団体 地域住民 関係行政機関等が一体 と な っ た ク リ ー ン

活動 と し て 、 大 山地域 に お い て は春 と 秋の各 1 回 、 山 陰海岸地域 に お い て は春 と

秋の各 1 回 と 8 月 の 第 1 日 曜 日 に 実施す る
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( オ ) す ぐ れ た 自 然地域の学術調査

県内 に は 、 一般的 に は よ く 知 ら れ て い な い も の の 、 豊 か な 自 然やす ぐ れ た景観

等 を有す る 地域が多 く 残 さ れ て い る 。 そ の実態 を把握 し て保護 と 利用 に資す る こ

と を 目 的 と し て 岡 山県 と鳥取県 (江府町 日 野町 ) の県境 に位置す る ｢毛無山 宝

仏 山 ｣ の一帯の 自 然地域 に お い て 学術調査 を 行 う

イ 県 自 然環境保全地域

｢鳥取県 自 然環境保全条例｣ に基づ く 県 自 然環境保全地域の新規指定 に必要 な

調査等 を 進め る 。 既指定の地域 に つ い て は 、 自 然保護監視員 ( 1 1 名 ) に よ る 巡視活

動 を 継続す る と と も に 、 新 た に 制札板 1 基 を 増 設 し て保全の た め の啓発 を 行 う 。

ま た 、 ｢菅野県 自 然環境保全地域｣ の ｢野生動植物保護地区 ｣ が近年 、 陸地化

･ 草原化が進行 し て い る た め そ の原 因 と な っ て い る 植物 の 除去 に係 る 事業 を 実

施す る 。

( 2 ) l ｢ 身近な 自 然｣ の保針
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農村や市街地 な どの ｢ 身近 な 自 然 ｣ に つ い て は 、 開発等 に よ る 自 然への影響 を

I 極力 少 な く す る と と も に 、 本来身近 に い る 野生動植物 の生息 ･ 生育 の保全 と そ の

自 適正 な 管理 を 図 り な が ら 、 生物生息空間 の保全 ･ 創 出 に努め る 必要があ る 。

! こ の た め 、 平成 1 0年度 に作成 し た ｢ 身近 な 自 然 と 共生す る 環境づ く り の手引 き ｣
f の 普及啓発 を 行 う 。

′ ま た 、 市街地や農村周辺の歴史 文化的 に も 貴重 な 身近 な緑地等 を保全す る た

め 、 ｢ 鳥取県 自 然環境保全条例 ｣ に 基づ く ｢緑地環境保全地域｣ の指定 に係 る 凋

I 査 を 進め る 。
陰共事業 に お け る 生物生息空間整備検討事荊

公共事業 に お け る 生物生息空間 の整備のパ イ ロ ッ ト 事業 を 行 う こ と に よ り 。果

題 を 検討 し 環境 を 重視 し た施策 を推進す る た め の検討 を行 う 。

(平成 1 1年度事業箇所 砂見川 河川改修事業の生態系調査)

2 生物多様性の確保 と 野生生物の保護管理

( D 陛物多様性の確饑

生物の多様性は 、 人 々 の 生存基盤で あ る 自 然生態系 を 健全 に保持 し 、 生物資源

の持続可能 な 利用 を 図 る 上で重要で あ る た め 、 自 然環境保全基礎調査 (環境庁委

託調査) の一環 と し て 、 生物多様性調査 (植物 ･ 動物 ) を 引 き 続 き 実施す る

ま た 、 本県の希少 な 野生生物 の特定 と そ の分布状況等 を 把握す る た め 、 野生生

物生息実態調査 と し て 昨年度着手 し た “植物 " に 加 え て “動物 " の 調査 に着

手す る
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